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	1. GP11
国家主権とその領土支配
グローバル政治論（globalpolitics,tcue2023）
福原正人（nonxxxizm@icloud.com） 1/23
  


	2. 途上国 先進国
一般的な市民／支配者層 ⇄  多国籍企業・支配者層／一般的な市民
資源特権とその問題
資源争奪による内戦の誘因および結果としての貧困の固定化
制度的加害の成立
a.先進国は、問題がある支配者とのあいだで資源売買を行っている
b.先進国の一般消費者は、資源消費を通じて豊かな生活を享受している
→問題のある支配者に国家と認める制度を通じて貧困を作り出している
「資源の呪い」と先進国の加担
∗
*要するに貧困の背景には内戦があり先進国はこの内戦の誘因を作り出している。 2/23
 


	3. 基本的なアイデア
（不当に得た）資源の消費に課税
採掘国に原油１バレルに2%
→消費者１ガロンに数セント
☞T.ポッゲによれば、穏当だが効果的な制度設計は可能
(1)各国家が有する資源の採掘権などは否定しない
(2)低課税により現在の経済秩序に影響を与えない
→それにもかかわらず、現在先進国がODAなどを通じて途上国に対して拠
出する金額のおよそ80倍（年間3200億ドル）が集まる試算
グローバルな資源配当(globalresourcedividend)
3/23
  


	4. 12/6国家の「領土」
12/13国家の「移民」政策
12/20国家による「戦争」と人道的介入
領土や出入国管理、国境管理は、「国家主権」と呼ばれる正統な国家に
認められる権限に由来している
「国家主権」がどのようなものであるのか
「国家主権」はなぜ認められるのか、そしてどのような点が課題になる
のかを理解する
残り数回のトピックとその目標
4/23
  


	5. 1.国家主権とは何か
2.領土と国境線はどのようなものであるのか
3.無主地先占・実効支配
4.個人の利益・集団の利益
5.領土紛争
国家主権とその領土がどういったものであるのかを理解する
国家主権とその領土を正当化することも難しさを理解する
今日のテーマ：国家主権とその領土
5/23
  


	6. 定義
他国から干渉を受けずに独自の法や政治を通じて支配する権限のこと
☞国家主権は何から構成される？
(1)領土一体性：他国から干渉を受けない地理的な領域があること
(2)政治的独立性：他国から干渉を受けずに意志決定ができること
☞主権侵害とは？
(1)領域侵犯ないし侵略、(2)内政干渉
→問題はこの国家主権をどのように説明するのか？
国家主権とは何か
6/23
  


	7. 定義
国際社会が国内社会と類似したものであると推論すること
その含意は？
国内社会における個人の人格とその権利と国際社会における国家の主権を
類似したものとして推論することができる
☞利点
国家とその主権を容易に前提して国際社会を記述できること
☞欠点
個人は人格ゆえの身体や生命の不可侵性。しかし国家は、単なる政治制度
にもかかわらず、その不可侵性を備えたものとして擬制されることに。
国内類推
7/23
  


	8. 国家の不可侵性とその影響
・個人のように国家主権が永続的なものである？
→事実として異なる（後述する）
・個人のように国家主権が無条件である？
→規範として退けられるべき（来週はなします）
国家主権は正義や人民主権から条件的であるべき
その他、資源、出入国、国境管理は、国家主権の範疇とされているが、
国家が何についてどの程度の不可侵性を有するかは実際には論争的
国家主権とその条件性
8/23
  


	9. 問い
国家はなぜ特定の地理的空間を「領土」とすることができるのか
「領土」（領有／占有）の根拠は？
（日本と日本政府はなぜ日本列島とその近海を領土とできるのか?）
☞注意点
現在の国境線は、国家の創設過程で「偶然的に」画定されたもの。山岳
や河川の他、戦争によって別の支配地域を収奪した結果である。
先進国と途上国のあいだの国境線は、個人の人生に影響を与える。
→それでもなおなぜ特定の領域が領土であると言えるのか？
国家主権とその領土
9/23
  


	10. 事例:アルザス・ロレーヌ地方
10/23
  


	11. 事例:アメリカとメキシコの国境線
11/23
  


	12. 日本は古来から日本列島とその近海を支配してきた？
7世紀近畿圏から西側e.g.防人制度は朝鮮半島との国境
8-9世紀現在の東北までe.g.「五畿七道」
17世紀蝦夷地での松前藩→アイヌ民族、琉球での島津藩→琉球王国
19世紀明治維新後の「廃藩置県」
1895年尖閣諸島の沖縄県編入→日清戦争(1894~1895年)
1905年竹島の島根県編入 韓国併合(1910年)
1945年ロシアによる北方領土の占領→太平洋戦争の終戦(1945年)
→現在の日本の領土ですら別の支配地域を収奪した結果である場合も
よくある誤解
1
1.日本政府は、隣国との領土紛争を見据えて、日本は古来より日本列島を固有の領土とする「固有の領土」論を持ち
出すことがあるが、これは国際法上の根拠がなく、また事実に反する。 12/23
  


	13. 領土をどのようなものとして捉えるかでその根拠も変わってくる
現行の国際法では以下の二つの根拠が念頭にされている
(1)領土は所有の対象である
→所有の根拠は？
→過去に遡れば、その土地を所有した根拠がある
→「無主地先占」と「実効支配」
(2)領土は法的な管轄の対象である
→管轄（支配）の根拠は？
→現在において、その土地を管轄（支配）する根拠がある
a.個人の利益、b.集団の利益
領土に関する二つの根拠
13/23
  


	14. 定義
誰も占有していない土地に対して他者に先んじて支配を及ぼすこと
領土（所有）の根拠＝「誰もいないところを最初に陣取る」
☞先占の問題点は?
どこまで過去に遡るのか？
現在の領土は、誰かの土地を収奪した結果。本気で過去に遡ると、現在
の国家は自分の領土を失ってしまう。
無主地先占とは？
2
2.無主地先占は、次のような J.ロックの私的所有権の議論がベースになっている。(1) 地球の共同所有：とりあえず
みんなのもの、でもどうやって分ける？、(2)  自然権としての「自己所有権」：自分の身体は自分のもの、(3) 身体
を使用した価値付与：身体を使って無主地を開拓。(4) 私的所有権の正当化: ここで自分の土地。歴史的に言えば、
こうした議論は、実際には先住民族の土地を収奪する植民地支配を正当化することになる。 14/23
 


	15. (1)永続的な住民
(2)明確な領域（＝領土）
(3)政府による「実効支配」が及んでいること
→「誰もいないところを最初に」という条件が形骸化して、軍隊を常駐さ
せる等として（およそ50年）実質的な支配を続けること
☞「実効支配」は何が問題であるのか？
抑圧的な支配者であっても国家として認められる
領土の根拠が軍事力の問題になることで領土紛争を誘発する
復習：国際法での国家の要件
3
3.1897年のイギリス・ヴェネズエラ条約 15/23
  


	16. T1個人の自律的な生のためには安定的な居住への権利がある
T2T1のためには国家の影響力が特定の範囲に及んでいる必要
T3よって国家はこの範囲を領土して支配してよい
領土（管轄）の根拠＝現在暮らしている個人の利益を守る範囲
→抑圧的な支配者は国家とその領土を認められない
☞この考え方は何が問題であるのか？
現在暮らしている個人の利益を守るからといって誰かから収奪したもの
を占有できるのか？
領土の根拠に特定の土地との結びつきがない
現在のひとにとって領土の意味（1）
16/23
  


	17. 事例:アメリカの人口分布
アメリカの広大な国土の約50％には誰も住んでいないと言われている 17/23
  


	18. T1集団はナショナリティをコントロールする権利がある
T2集団はナショナリティを育むなかで特定の土地に愛着がある
T3よって集団はこの土地を領土して支配してよい
領土の根拠＝集団がナショナリティを通じて愛着がある範囲
→抑圧的な支配者は国家とその領土を認められない(△)
☞この考え方は何が問題であるのか？
現在暮らしている個人の利益を守るからといって誰かから収奪したもの
を占有できるのか？
複数の集団で愛着が競合する場合がある
現在のひとにとって領土の意味（2）
18/23
  


	19. 事例:カシミールの領土紛争
19/23
  


	20. 「領土（有）」(=自分のものである）の根拠は？
・過去の根拠：無主地先占→実効支配
→少なくとも実効支配は領土の根拠を軍事力の問題にしてしまう
・現在の根拠：現在世代にとって土地がもつ意味
→国家の役割とは？
a.個人の利益をまもる、b.集団のナショナリティをまもる
→この役割を実現するものとして領土が認められる
まとめ
20/23
  


	21. 事例:日本の領土問題
21/23
  


	22. 国境地帯をいずれかの国が領土とする根拠は乏しい
実効支配により領土紛争が激化する
領土問題は、国家間の政治の失敗
☞どのような解決策があるのか？
(1)棚上げ（かつての日本と中国）
(2)50/50など合意できる形式で分割支配（ロシアと中国）
(3)移民や資源管理などの問題を解決するため複数国で共同所有（主権）
(4)国連などの中立制度が管理（かつてのエルサレム）
→ただし、地政学的な重要性（e.g.海路、運河）または経済的な重要性
（e.g.漁業権、天然資源の有無など）によってケースバイケース
国境地帯をめぐる紛争
22/23
  


	23. GP12
国家主権と出入国管理
グローバル政治論（globalpolitics,tcue2023）
福原正人（nonxxxizm@icloud.com） 23/23
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